
児童発達支援センター

市立ひらかた子ども発達支援センター

枚方市

保育室（なのはな）

セラピー室

保育室（すくすく）

屋上園庭



基本理念

市立ひらかた子ども発達支援センターは、子どもの生きる力を育み、健やかな成長を支えるとともに、

全ての子どもとその家族の幸福を支えるため、通所（療育）支援を充実させ発達支援事業の中核的な

拠点としての施設を目指します。

相談支援（障害児相談支援事業所『育（はぐ）』）

障害や発達に関わる相談に幅広く応じます。子どもの特性や支援の必要性を提案し、成長段階に応じて

一貫して支援できるようコーディネートします。また、障害福祉サービス利用のための受給者証発行に

必要なサービス等利用計画を作成する業務を行います。

発達相談・巡回相談

通所支援や地域支援を利用している子どもの発達相談を実施しています。

また、保育所（園）や認定こども園を訪問し、巡回相談・保育相談を実施しています。

通所支援（１階すぎの木・２階なのはな）

発達上、援助が必要な就学前の乳幼児に、保育・療育を行います。遊びや日々の生活を通して、運動、

認識、コミュニケーションなど、一人一人の主体性を引き出すことを目的に支援します。

医療・リハビリテーション

発達に何らかの心配や遅れのあるお子さんに対して、医師による医療相談と、理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士による専門的な支援を行います。

地域支援（3階すくすく）

通所支援を利用していない発達上支援の必要がある就学前の子どもと保護者を対象に、遊びや生活・集

団の場を通して経験を広げ、成長発達を促します。

保育所等訪問支援

保育所等と連携して、保育所等に通う障害児や発達上支援の必要がある子どもが楽しく集団生活が送れ

るように支援します。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害児で、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し

て発達支援を行います。

支援事業内容

【

【アクセス

〒５７３－１１８８

大阪府

京阪電車



１階

２階

３階

保育室（すぎの木）

保育室（なのはな）

フロアマップ

医務室

セラピー室 スヌーズレン室

保育室（すくすく） 屋外プール

屋上園庭 遊戯室

多目的室

園庭 エントランス



【概 要】

【アクセス】

〒５７３－１１８８

大阪府枚方市磯島北町３－２

京阪電車 御殿山駅から徒歩１１分

枚方市駅から徒歩１７分

T E   L ０７２－８０７－５３７３（代表）

F   A   X ０７２－８９８－４１７３

E-mail hattatsu-sien@city.hirakata.osaka.jp

利用の流れ

電話相談

施設内の見学や

サービスの説明
サービスの

利用

●子どもの発達について、保護者の方が心配されていることや困っていること、療育や福祉

サービスのこと等まずはお気軽にお電話ください（072-807-5373）。

●お話しをうかがい、子ども、保護者の方のニーズに合った支援やサービスについて案内や

助言をさせていただきます。

●必要に応じて保護者の方の同意のもと当センター内や保健センター、所属先等と連携を取

りながら支援を行います。

●通所支援（すぎの木・なのはな）を利用される場合、枚方市が発行する通所受給者証が必

要となります。お手続きや計画の作成についてはセンター内の相談支援事業所（『相談支援

事業所 育（はぐ）』）が保護者の方の依頼に基づきお受けいたします。

敷地面積 2297.76 ㎡ 延べ床面積 3475.61 ㎡ 

構造 鉄骨造 3 階建 

類型 福祉型児童発達支援センター 

開所時間 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分 

休所日 土、日、祝日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

あゆみ 
平成 31 年 4 月 市立幼児療育園と市立すぎの木園を合築し 

市立ひらかた子ども発達支援センターを開設 

 


